
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）予防接種の推進【一部新規】                      １３億円（１１億円） 

平成 24 年５月に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会より今後の予防接種制

度の在り方全般について提言された「予防接種制度の見直しについて（第二次提言）」

に基づき、３ワクチン（ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防）の定期接種化など

を内容とする予防接種法改正法案を平成 25 年通常国会に提出する。 

平成 25 年度予算案においては、副反応報告制度の法定化など予防接種法改正に伴う

必要経費を計上する。 

なお、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金については、平成 24 年度末

で終了するが、３ワクチンの定期接種費用については、地方財源を確保し地方財政措

置を講じる。 

 

（２）新型インフルエンザ対策の強化【新規】                     ９７百万円 

平成 24 年５月に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法では、新型インフ

ルエンザが発生した際に速やかにプレパンデミックワクチンを接種する必要がある医

療従事者や社会機能維持者が従事する事業者は、厚生労働大臣の登録を受けることに

なっていることから、登録事業者を管理するための基盤整備などを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 健康で安全な生活の確保 

１ 予防接種の推進などの感染症対策      １３２億円（１３４億円）

予防接種の推進や新型インフルエンザ対策の強化などの感染症対策、がん検診や緩和ケ

アの推進などのがん対策、肝炎治療促進のための環境整備などの肝炎対策、難病等の各種

疾病対策などを推進する。 

また、健康危機管理対策や輸入食品などの食品の安全対策、食品中の放射性物質対策、

食中毒対策などを推進する。 

（参考）【平成 24 年度補正予算案】 

○新型インフルエンザ対策の推進                                ６３億円

新型インフルエンザの発生に備えて、国が備蓄しているプレパンデミックワクチン

の一部が有効期限切れとなるため、備蓄の維持に必要な買い替え等を行う。 
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（３）HTLV-１関連疾患に関する研究の推進                 １０億円（１０億円） 

ヒト T細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）への感染対策と、これにより発症する成

人 T細胞白血病（ATL）や HTLV-1 関連脊髄症（HAM）の診断・治療法などに関する研究

を、感染症・がん・難病・母子保健対策が連携し、HTLV-１関連疾患研究領域として総

合的な推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

（１）がんの早期発見                          ７３億円（１０５億円） 

一定年齢の者に対し、乳がんや子宮頸がん、大腸がん検診の無料クーポン券などを

配布し、がん検診受診率の向上を図るとともに、子宮頸がんの罹患率の高い年代の一

部の者に HPV 検査検証事業を実施する。 

 
（２）がん診療連携拠点病院の機能強化               ３４億円（３２億円） 

①がんの緩和治療体制の整備【新規】                              １億円 

平成 24 年６月に閣議決定した「がん対策推進基本計画」に基づき、都道府県が

ん診療連携拠点病院に対して、緩和ケアセンターの設置・運営の支援を実施する。 
 

②がん患者などの治療と職業生活の両立【新規】                  ２．２億円 

「がん対策推進基本計画」に基づき、がん診療連携拠点病院などの相談窓口に

社会保険労務士や産業カウンセラーなどを配置し、就労継続を希望するがん患者な

どに対し「治療と職業生活の両立」に関する各種相談や適切な情報提供を行うとと

もに、就労支援機関などとの連携を強化する。 
 

③小児がん対策の推進【一部新規】                     ２．５億円（２．５億円） 
「がん対策推進基本計画」に基づき、小児がんの診療・緩和ケアを行う医療従

事者の育成や小児がん患者への相談支援、療育環境を確保するためのプレイルーム

の運営などを推進する。 
また、小児がん拠点病院を統括し、小児がん患者や臨床試験の情報集約、小児

がんに関する情報発信、診療実績などのデータベースの構築、コールセンターなど

による相談支援などの機能を担う中核的な機関として、小児がんセンター（仮称）

の設置・運営の支援を実施する。 
 

（３）がん治療薬創薬研究の推進【新規】（再掲・４９ページ参照）          ５億円 

 

２ がん対策                     ２３５億円（２７５億円） 
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（１）早期発見・早期治療の促進のための環境整備        １２９億円（１７８億円） 

肝炎患者への医療費の助成に必要な経費を確保し、引き続き適切な医療の確保や受

療促進を図るとともに、治療を要する方が適切な治療を開始できるようサポートする。 
また、肝炎ウイルス健診の個別勧奨を引き続き実施するなど、肝炎ウイルス検査の

受検促進を図る。 
 

（２）肝炎治療研究などの強化【一部新規】（一部前述・４９ページ参照） 

５０億円（４９億円） 

Ｂ型肝炎の新規治療薬の開発などを目指した創薬研究の推進を図るとともに、Ｃ型

肝炎ウイルスなどの持続感染機構の解明や肝硬変の病態の進展予防、新規治療法の開

発を目指した研究を行い、肝炎に関する基礎、臨床、疫学研究、行政研究などを推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）肝炎総合対策推進国民運動による普及啓発の推進【新規】        １億円 

肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性を分かりやすく伝え、あらゆる国民

が肝炎への正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動してい

く新たな国民運動を展開する。 

 

（４）肝炎患者の就労に関する相談支援体制の強化【新規】          ３８百万円 

「肝炎対策基本指針」に基づき、肝疾患診療連携拠点病院の肝疾患相談センターな

どに社会保険労務士や産業カウンセラーなどを配置し、就労継続を希望する肝炎患者

に対し「治療と職業生活の両立」に関する各種相談や適切な情報提供を行うとともに、

就労支援機関などとの連携を強化する。 

 

 

 

 

３ 肝炎対策                            １８８億円（２３９億円） 

（参考）【平成 24 年度補正予算案】 

○肝炎研究推進のための臨床研究基盤体制の整備（再掲）                １３億円

日本の肝炎研究の推進を図る一環として、ヒトの遺伝子や免疫機構の解析に関する

研究等をより加速することにより、新しい治療法の開発や新薬の開発を促進させるた

め、肝炎研究の中核施設である（独）国立国際医療研究センターの肝炎・免疫研究セ

ンターに最先端の研究機器を配備する。 
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（１）難病対策                                    ５４９億円（４５９億円） 

①難病患者の生活支援などの推進                       ４４７億円（３５６億円） 

難病の治療研究を推進し、患者の経済的負担の軽減を図るため、医療費助成を引

き続き実施するとともに、都道府県の超過負担を減少させるべく、所要額を計上す

る。（440 億円（350 億円）） 

また、平成 25 年１月に厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会でとりまとめ

られた「難病対策の改革について（提言）」を踏まえ、「難病対策の推進のための患

者データ登録整備事業」（新規）を実施する。 

（参考） 

「平成 25 年度における年少扶養控除等の見直しによる地方財政の追加増収分等の取扱い等

について」（平成 25 年 1 月 27 日三大臣合意（総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣）（抄） 

「（１）特定疾患治療研究事業については、平成 26 年度予算において超過負担の解消を実

現すべく、法制化その他必要な措置について調整を進めること。」 

 

②難病に関する調査・研究などの推進（一部前述・４９ページ参照）  １０２億円（１０２億円） 

難病の革新的診断・治療法の開発を促進するため、創薬研究をはじめ、再生医療

技術を用いた研究や個別化医療に関する研究を総合的・戦略的に推進するとともに、

国際ネットワークへの参加などを通じて、難病対策の国際的連携の構築を図る。 
また、希少疾患の中でもきわめて患者数の少ない疾病の医薬品や医療機器の研究

開発に対する支援を行い、製品化を推進する。 
 

（２）各種疾病対策                                     ６２億円（６５億円） 

①エイズ対策の推進（一部前述・４９ページ参照）                  ５４億円（５７億円） 

HIV 検査・相談について、利便性に配慮した体制の整備、検査の必要性が高い対象

者やこれらの対象者の多い地域への重点化など、効率的・効果的な施策の推進を図る。 

また、HIV 感染症のまん延の防止に資する、世界初のエイズ予防ワクチンの開発を

進めるとともに、新たな HIV 治療薬や合併症の治療薬の開発を行い、HIV 感染症の長

期予後の改善を図る。 

 

②リウマチ・アレルギー対策の推進                            ５．９億円（５．９億円） 

リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなど免疫ア

レルギー疾患の治療法などの研究を推進するとともに、医療従事者の資質向上や医

療連携体制の確保を図る。 

４ 難病などの各種疾病対策、移植対策、健康増進対策 

６６６億円（５８０億円）
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③腎疾患対策の推進                                      ２．１億円（２．４億円） 

慢性腎臓病（CKD）に関する診断・治療法の研究開発を推進するとともに、慢性腎

臓病患者に対する生活・食事指導、医療従事者への研修や正しい知識を普及させる

ためのシンポジウムを実施する。 

 

（３）移植対策                                          ２７億円（２７億円） 

①造血幹細胞移植対策の推進【一部新規】                        １９億円（１８億円） 

平成 24 年９月に成立した、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する

法律の円滑な施行に向け、骨髄移植、末梢血幹細胞移植や臍帯
さいたい

血
けつ

移植の３種類の移植

法について、患者の疾病の種類やステージに応じて最適な方法で移植を実施できる体

制を整備する。 
また、ドナーと患者の移植後の健康状況の把握、分析のための取組みの支援、造

血幹細胞移植医療体制の整備を行うとともに、より安全に臍帯血移植を実施していく

ための共同事業を支援するなど、造血幹細胞移植の一層の推進を図る。 
 

②臓器移植対策の推進                                      ６．６億円（７億円） 

平成 22 年７月の改正臓器移植法の施行に伴い、脳死下臓器提供事例が着実に増加

している中、臓器移植が適切に実施されるよう、あっせん業務に従事する人を増員

（35 人→38 人）するとともに、引き続き臓器移植の普及啓発を推進する。 

 

（４）健康増進対策                            ２７億円（３０億円） 

①健康づくり・生活習慣病対策の推進                      １５億円（１７億円） 

健康寿命の延伸を実現することなどを目的とした「健康日本 21（第２次）」（※）

を着実に推進するため、国民一人ひとりが日々の生活の中で自発的に健康づくりの具

体的な行動を起こしていけるよう、地域での健康づくりを着実に実施するために自治

体・企業・民間団体の連携を更に推進し、健康づくりの国民運動化を推進する事業な

どを実施する。 
※「健康日本 21（第２次）」：国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、

平成 25 年度から 34 年度までの国民健康づくり運動を推進するもの。 

 
②生活習慣病予防に関する研究などの推進                     １２億円（１２億円） 

生活習慣病の予防から診断、治療に至るまでの研究を体系的に実施する中で、糖

尿病などの合併症に特化した予防、診断、治療に関する研究を重点的に推進し、今

後の対策の推進に必要なエビデンスの構築を目指す。 
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（１）健康安全・危機管理対策総合研究の推進            ４．５億円（４．６億円） 

感染症・テロリズム等健康危機の発生に備えた初動体制の確保、危機情報の共有や

活用、地域での健康危機管理体制の基盤強化などに資する健康安全・危機管理対策総

合研究事業により総合的な研究を推進する。 

 

（２）健康危機管理体制の整備                         １．１億円（１．１億円） 

非常時に健康危機管理体制が十分に機能するよう、平時から、各種訓練の実施、地

域での連携体制の構築などを行うとともに、地域での健康危機事例に的確に対応する

ため、専門家の養成などを行う。 

 

（３）国際健康危機管理対策の推進                    ５７百万円（８３百万円） 

国外での未知の感染症が疑われる事例の調査で、WHO などが編成する疫学調査チー

ムに国立感染症研究所が参加し、国際的な感染症の情報収集、分析、情報の還元など

を行う。また、国内外で分離される病原体のゲノム情報の解読、その情報のデータベ

ース化や疫学調査などへの利用を推進する。 

 

 
 

 

 

 

東日本大震災で被災した保健衛生施設などのうち、各自治体の復興計画で、平成 25

年度に復旧が予定されている施設などの復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

 

 
 
 

 
 
（１）輸入食品の安全確保対策等の推進                 １０６億円（１０１億円） 

輸入食品が増加する中で、検疫所のモニタリング検査について、食品群ごとの輸入

量、違反率などに基づき必要とされる検体数を考慮して、体制整備を行いつつ適切に

実施する。 
また、経済連携協定（EPA）など国際協定に係る協議への体制強化を図るとともに、

輸出国での食品安全対策の実施状況に関する計画的な調査などを行い、輸入食品の安

全確保対策を推進する。 

７ 食の安全・安心の確保               １２９億円（１３０億円） 

５ 健康危機管理対策の推進             ６．１億円（６．５億円） 

す

６ 保健衛生施設などの災害復旧に対する支援（復興）  ６．４億円 
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（２）食品中の放射性物質対策の推進（復興）          ３．３億円（７．２億円） 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、食品の汚染状況や摂取状況を調査

し、基準値を継続的に検証するとともに、国で流通段階での買上調査を実施するなど

の取組みを行う。 

また、各自治体のモニタリング検査が円滑に実施できるよう、検査機器の整備に対

する補助を行うほか、食品中の放射性物質に関する調査研究を行う。 

 

（３）食中毒対策の推進                              ６７百万円（７４百万円） 

近年の大規模・広域化した食中毒事件の被害拡大防止のため、菌株収集などによる

原因究明調査を行うとともに、担当官を現地に派遣し疫学調査の支援を行うなど、食

中毒対策を推進する。 

 

（４）残留農薬等の安全確保対策の推進                  ９．３億円（１０億円） 

①残留農薬等のポジティブリスト制度などの推進                ７．６億円（８．８億円） 

平成 18 年度の「ポジティブリスト制度（※）」の導入の際に設定した農薬などの

基準について、引き続き、着実な見直しを進めるとともに、食品添加物について、国

際汎用添加物（※）の迅速な指定や安全性確保の取組みを推進する。 
※ポジティブリスト制度：食品中に残留する農薬などについて、残留基準を設定し、基準を超え

て食品中に残留する場合、その食品の販売などを禁止するもの。 

※国際汎用添加物：国際的に安全性が確認され、欧米で広く使用が認められており、国が主体的

に指定に向けた検討を進めるもの。 

 

②健康食品の安全確保対策の推進                          ３３百万円（３３百万円） 

いわゆる健康食品による健康被害を未然に防ぐため、食品成分についての安全性

試験や分析調査を行う。 
 

③食品用容器包装等の安全確保対策の推進                ８５百万円（８４百万円） 

食品用容器包装等に用いられる化学物質の規制について、容器包装から食品への

溶出試験の実施などにより具体的なデータの蓄積を行い、欧米などで導入されている

ポジティブリスト化に向けた制度の検討を進める。 
また、近年、利用が拡大し、食品用途にも応用されつつあるナノマテリアル（※）

について、溶出試験の実施などにより具体的データの蓄積を行い、リスク管理手法の

検討を進める。 
※ナノマテリアル：大きさが 100 ナノメートル以下の小さな物質（ナノとは１ミリの 100 万分の１）。 

 

④食品汚染物質に係る安全確保対策の推進                   ５０百万円（５０百万円） 

食品中の汚染物質対策について、重金属、かび毒などの汚染実態や摂取量の調査

などを行い、基準の設定や見直しなどの安全性確保の取組みを進める。 
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（５）食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 

９百万円（１１百万円） 

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対応するため、食品安全基本法や食

品衛生法に基づき、消費者などへの積極的な情報提供や双方向の意見交換を行う。 

 
（６）食品の安全の確保に資する研究の推進             ８．８億円（９．８億円） 

食中毒の予防や食品中の化学物質の基準設定などの課題について、科学的根拠に基

づく調査研究を進める。 

 

 
 

 

 

 

 

（１）水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進           ２６３億円（３８０億円） 

災害時でも安全で良質な水道水を安定的に供給できるよう、地方公共団体が実施す

る水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進に要する費用に対して補助を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

（２）水道施設の災害復旧に対する支援（復興）           ８５億円（２００億円） 

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成 25 年度に復

旧が予定されている施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

 

 
 

 

 

 
（１）生活衛生関係営業の活性化や振興【一部新規】        ２５億円（２４億円） 

中小零細の生活衛生関係営業者の営業の振興を図るとともに、生活衛生サービスの

安全・安心の推進のため、全国生活衛生営業指導センターのシンクタンク機能や都道

府県生活衛生営業指導センターの総合調整機能の強化を図り、各生活衛生同業組合が

連携して地域の活性化を図る事業などに対する支援・指導を行う。 

８ 水道の耐震化・老朽化対策、災害復旧の推進など          

３５０億円（５８２億円）

９ 生活衛生関係営業の活性化や振興など    ２７億円（２６億円） 

（参考）【平成 24 年度補正予算案】 

○水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進                        ２７８億円 

災害時でも安全で良質な水道水を安定的に供給できるよう、地方公共団体が実施す

る水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進に要する費用に対して補助を行う。 
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（２）被災した生活衛生関係営業者への支援（復興）       １．２億円（１．４億円） 

東日本大震災で被災した営業者自らが復興の担い手となるよう、被災した営業者の

営業再開を支援する。 

 

 
 

 

 

 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、Ｂ型肝

炎ウイルスの感染被害を受けた人々への給付金などの支給に万全を期すため、社会保

険診療報酬支払基金に設置した基金に給付金などの支給に必要な費用の積み増しを行

う。 

 

 
 

 

 

 

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養護

ホームの運営、調査研究事業など総合的な施策を引き続き実施する。 

また、広島原爆による黒い雨を体験して健康不安を訴える方々に対して、個別面談

による心のケアや、健康状態の把握や専門医による対応を実施し、不安軽減のための

取組みを推進する。 

 

 
 

 

 

 

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律などに基づき、ハンセン病療養所の入所

者への必要な療養の確保、退所者などへの社会生活支援策、偏見・差別の解消のため

の普及啓発などの施策を着実に実施する。 

１１ 原爆被爆者の援護【一部新規】   １，４８１億円（１，４７８億円） 

１２ ハンセン病対策の推進                ３６６億円（３８８億円）

１０ B 型肝炎訴訟の給付金などの支給    ５７２億円（３４５億円） 

（参考）【平成 24 年度補正予算案】 

○生活衛生関係営業の安定化支援                              ３．１億円

（（株）日本政策金融公庫への政府出資金） 

生活衛生関係営業の安定化を支援するため、（株）日本政策金融公庫の融資につい

て、開業当初に雇用を維持・拡大する場合等の金利の引下げ措置を実施する。 
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また、ハンセン病療養所での歴史的建造物などの保存に向けた取組みを推進すると

ともに、栗生
くりゅう

楽
らく

泉
せん

園
えん

に重監房資料館（※）を整備する。 
※重監房資料館：ハンセン病に対する隔離政策の歴史において、象徴的な施設である「重監房（特

別病室）」について、歴史の教訓として後生に継承するための施設。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）違法ドラッグ対策の強化                          ２．１億円（１．６億円） 

社会問題化している違法ドラッグの乱用を食い止めるため、指定薬物や麻薬に指定

されていない新規物質の指定の迅速化、化学構造が類似している特定の物質群を指定

薬物として包括的に指定（包括指定）するための分析体制などの充実強化、乱用防止

のための情報の収集・提供や啓発などの取組みを強化する。 

 

（２）薬物などの依存症対策の推進                 ３９百万円（５３百万円） 

地域での薬物・アルコールを中心とした依存症対策を推進するため、実施自治体で

毎年度当初に「地域依存症対策支援計画」を策定し、この計画に基づく事業を実施す

る。 

また、依存症者の社会復帰支援を強化するため、家族支援員による相談支援のほか、

関係者や依存症家族に対しての研修を行う。 

 

 

 

 

 

 

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に基づき、血液製剤の安全性の向

上を図るため、未知の感染症などの新たなリスクの早期探知及びリスク評価や安全対

策の効果の検証などを適切に実施する体制を強化するとともに、血液製剤の安定供給

の確保を図るため、将来の献血の担い手となる若年層対策として、高校生に対して学

校教育を通じて献血に関する普及啓発を行う取組みを強化する。 

 

 

 

 

１４ 血液製剤対策の推進                 １．３億円（４．２億円） 

１３ 違法ドラッグを含む薬物乱用・依存症対策の推進 

９．１億円（９億円）
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カネミ油症患者に対する新たな総合的な支援策の一環として、ダイオキシン類を直

接経口摂取したことによる健康被害という特殊性から、カネミ油症患者の健康実態調

査を実施し、健康調査支援金（一人当たり 19 万円）を支給するとともに、研究・検診・

相談事業を推進する。 

 

 

１５ カネミ油症患者に対する新たな総合的な支援策の実施 

【一部新規】                    ６．３億円（２．１億円） 
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